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高知県県産材外商拡大総合支援事業

（木材製品提案ツール制作支援事業）募集要領

令和６年６月３日

木材産業振興課

第１ 事業概要等

１ 趣旨

県産材を用いた木製品の開発又は木製品のPRツールの制作に要する経費のうち、第３項

及び第４項の条件を満たすものに対して助成する。

２ 事業期間

単年度

３ 補助対象者

県内木製品製造事業者

４ 補助対象経費

（１）木材製品開発支援事業

県内事業者が都市部での県産材需要拡大に向けて開発する新たな木材製品で、下記を

満たす製品の開発に要する経費（報償費、委託料、試作にかかる材料費等）

・県産材利用拡大につながるとして県が認めるもの

（２）新製品PRツール制作支援事業

下記の①～④のいずれかを満たす県産材を使用した新製品の PR ツール（パンフレッ

ト、動画等）の作成に要する経費（報償費、委託料等）

※ただし、パンフレットの印刷費は対象外とする。

①アの事業を活用して開発された製品

②高知県木材協会が都市部のプロユーザーと連携して開発した製品

③県内の複数事業者が連携して開発した製品で、県産材利用拡大の効果が高いと認め

られる製品

④上記には該当しないが、県産材利用拡大の効果が著しく高いものとして県が認める

製品

５ 補助率

１／２以内。ただし、補助金の上限額を100万円とする。
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第２ 事業計画の策定

補助事業者が事業を実施しようとするときは、別紙１又は２による高知県県産材外商拡大

総合支援事業（木材製品提案ツール制作支援事業）実施計画書（以下「計画書」という。）

に必要書類を添えて木材産業振興課長に提出しなければならない。

第３ 募集期間

募集締め切りは、令和６年６月29日（金曜日）とする。ただし、予算の状況によっては、

募集期間中に終了する場合又は募集締め切り後に二次募集を行う場合がある。

第４ その他

１ 要望が多数の場合は、事業の採択ができない場合がある。また、補助金額の調整を行

う可能性がある。

２ この要領に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項については、知事が別に

定める。

第５ 問合せ先

高知県 林業振興・環境部 木材産業振興課

販売促進担当（担当者：堅田・福本）

電 話 ０８８－８２１－４８５８

ＦＡＸ ０８８－８２１－４５９４

メール 030501@ken.pref.kochi.lg.jp



別紙１

〒　　　　 －

電話

FAX

年 月 年 月 日

※令和６年度内に事業を完了すること

3 m3

4

5

6

7 円

※　既存の製品に付随する製品の開発にかかる場合は既存製品の資料を添付してください。

高知県県産材外商拡大総合支援事業(木材製品提案ツール制作支援事業)　実施計画書（募集用）

（１）木材製品開発支援事業

事業主体名

役職名・
代表者名

担当者名

メール

日 ～ 　　

県産材使用予定量(m3/年) 根拠
　年間販売予定数量×単材積

　　　　　　　　　×　　 　m3 ＝　　　　m3

事業内容
（開発する製品の概要

等）

既存製品と比較した
優位性

開発後の販売展開
（時期、地域等）

全体事業費

負担区分

当該補助金 その他

円 円 円

1 事業実施主体 所在地

2 事業実施期間

8 負担区分

補助対象経費



別紙２

〒　　　　 －

電話

FAX

※該当区分に○をしてください。

年 月 年 月 日

※令和６年度内に事業を完了すること

4

5

6 円

※　PRツールに掲載予定の高知県産材製品の資料を添付してください。

高知県県産材外商拡大総合支援事業(木材製品提案ツール制作支援事業)　実施計画書（募集用）

（２）新製品PRツール制作支援事業

事業主体名

役職名・
代表者名

担当者名

メール

①(１)木材製品開発支援の事業を活用して開発された製品

②高知県木材協会が都市部のプロユーザーと連携して開発した製品

③県内の複数事業者が連携して開発した製品で、県産材利用拡大の効果が高いと認め
られる製品

④上記には該当しないが、県産材利用拡大の効果が著しく高いものとして県が認める
製品

日 ～ 　　

事業内容
（提案ツールの概要等）

制作後の活用予定
(配布地域、媒体等)

全体事業費

負担区分

当該補助金 その他

円 円 円

1 事業実施主体 所在地

2 PRツールの申請区分

3 事業実施期間

7 負担区分

補助対象経費


